
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係

平成２０年１０月２０日 製品安全課

商品名等

（電気用品名等）

デジタルプリント用自動カッター

１ 当該商品等の概要

○用途、機能、性能

本カッターは、デジタルプリント（シート、ロール紙）にプリントされたカット

マーク（デジタル画像の間に引かれた二重線）をセンサーが検知し、自動的にカッ

ト位置、角度を計算し、電動カッターを作動させてデジタルプリントを所定の寸法

にカットする装置である。

○構造、仕様、意匠

定格等：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、６０ＶＡ、卓上型、２８㎏及び４４㎏

１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、１２０ＶＡ、キャスター型、２２０㎏

○主な使用者、販売先

写真店、ミニラボ等

２ 対象・非対象の解釈

特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「電動断裁機」として取

り扱う。

（理由）

本製品は、ロール紙又はシート紙にプリントされたものを、所定の寸法にカット

するものであることから、事務用機械器具の「電動断裁機」として取り扱うことが

妥当と判断する。


